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●�本冊子は初めから順に読んでいただけるように作成しておりますが、以下
に該当される方はお示しした設問から読んでいただくと、よりわかりやす
くなると思います。

① 事業承継についてはまだ考えていない。または、
後継者を決めかねている。 Q1

② 後継者への自社株等の譲渡を考えている。 Q2、Q3、Q5、Q6、Q8、Q9、Q10

③ 後継者と他の子が不仲なので将来が心配だ。 Q3、Q5、Q6、Q8、Q9、Q10

④ 後継者の資質に不安がある。 Q4

⑤ 新しく成立した「中小企業における経営の承継
の円滑化に関する法律」について知りたい。 Q8、Q9、Q10

⑥ 事業承継にかかる税務面の負担が心配だ。 Q6、Q11、Q12、Q13、Q14、Q15

⑦ 会社と成年後見の関係について知りたい。 Q16、Q17
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Q1
A 　多忙な企業経営に追われていると、後継者への事業承継はまだまだ先

のことのように思われ、つい後回しになりがちです。しかし、事業の継
続性は会社内のみならず、地域経済など社会的にも重要なことですので、
早めの対策が求められます。事業承継には次のとおり３つのポイントが

ありますので、今のうちから検討しておきましょう。
①経営者の交替
　�後継者はいますか？�後継者の教育はできていますか？�後継者と取引先や従業
員との関係は良好ですか？�人事体制は万全ですか？
　親族が継ぐにしても他人に継がせるにしても、早めの対策が必要です。
②経営の承継
　あなたの会社は次世代に承継させる価値のある会社ですか？
　�社会から必要とされ、継ぐべき会社になるために、会社の磨き上げをしましょ
う。企業価値の診断、企業理念の構築、リスク対策など、経営を前進させるた
めの準備が必要です。

③資産の承継
　�中小企業では会社の財産と個人の
財産が明確に分かれているとはい
えないので、個人の相続税・自社
株対策や、納税資金対策、相続人
対策が必要になってきます。
　�司法書士や税理士などの専門家と
ともに対策を講じましょう。

事業承継のポイントについて教えてください。

事業承継のポイント
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A 　会社の株式も相続財産の一部ですので、預貯金や不動産と同じように、
相続人に相続されます。遺言書が作成されていたり、相続開始後に相続
人の間で話し合い（これを「遺産分割協議」といいます）が成立すれば、そ
の内容に従って株式が相続されます。

　しかし、遺言書もなく遺産分割協議も成立しない場合には、株式の１株１株を相
続人全員が共有することになります。設問の事例では、妻と後継者である長男を含
めた３人の子が共有することになります。このため、相続人間で意見が対立する
と、最悪の場合には株主総会を開催することすらできず、会社の運営どころではな
くなってしまいます。
　事業承継を考える場合には、会社の代表権だけではなく、株式の承継までを考え
て、少し早いかな、と思うくらいからそのための準備をしておくことをお勧めし
ます。

私には妻と３人の子がいます。私は会社の代表権を後継者で
ある長男に譲りましたが、株式の名義は全て私のままです。
私が死亡すると、会社の株式はどうなるのですか。

●会社の規模にかかわらず株式は相続財産です。

Q2

事業承継と相続法



7

A 　遺言の方式と、相続人の遺留分に留意することの２点がポイントにな
ります。
　遺言には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の３種類があり
ます（P.�8「遺言の種類」参照）。

　それぞれにメリット、デメリットがありますが、遺言は方式が厳格に定められて
おり、それに違反するものは無効となることを考えると、公証人が作成に関与し、
方式違反の可能性がない公正証書遺言を作成するのが無難といえます。
　次に遺留分とは、遺産の一定割合の取得を相続人に保証するために、民法に定め
られた制度です。兄弟姉妹以外の相続人に認められています。例えば、長男、長女、
二男の３人が相続人の場合、各相続人の遺留分は相続財産の６分の１となります。
相続財産には遺言で相続人に分け与えた財産や生前に贈与された一定の財産も含ま
れます。

　　＜遺留分の算定方法＞
　遺留分算定の基礎財産×遺留分割合
　　＊「遺留分算定の基礎財産」
　　　…「遺産」＋「一定の生前贈与財産」－「負債」
　　＊「遺留分割合」
　　　①相続人が直系尊属（親・祖父母）のみ…３分の１
　　　②その他の場合…２分の１

※遺留分権利者が複数いる場合、遺留分割合に相続分を乗じて算出する。

私に万一のことがあった場合に備え、私の会社の株式を全て
後継者である長男に相続させる内容の遺言書を作成したいと
思っています。そこで、遺言書の作成にあたり、どのような
ことに注意すればよいでしょうか。

Q3
●遺言で自社株を承継するときは遺留分に配慮しましょう。

事業承継と相続法
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　相続した財産が遺留分に満たない相続人は、過大な相続を受けた相続人から財産
を取り戻すことができます（これを「遺留分減殺請求」といいます）ので、遺言によ
り過大な相続を受けた相続人の立場は不安定なものになります。
　一般に中小企業経営者の財産は、自社株の占める割合が高いといわれています。
このため、株式を全て後継者に相続させると他の相続人の遺留分を侵害してしまい、
後に遺留分減殺請求により、株式が分散するリスクがあります。したがって、後継
者以外の相続人の遺留分を侵害しないよう、遺言書の内容を検討する必要がありま
すので、是非司法書士にご相談ください。

●遺言の種類

自筆証書遺言

全文の自署、日付･氏名の自署、押印が必要です。最も手軽に
作成できますが、偽造・変造や紛失、方式不備により無効とな
るリスクがあります。また、遺言者の死亡後に家庭裁判所で遺
言書の検認手続を行う必要があります。

秘密証書遺言
遺言書（自筆でなくても可能です）に署名・押印し、封筒に入れ
て封印し、公証人と証人（二人以上）に提出する方法です。検認
手続が必要です。利用実績は少ないようです。

公正証書遺言

公証人に遺言したい内容を伝え、遺言書を作成してもらいます。
証人二人以上の立会いが必要であり、所定の費用が必要ですが、
偽造や紛失のリスクがなく、方式不備となることもありません。
また検認手続は不要とされています。
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　遺言は遺言者の最終意思を尊重することとなっており、取り消すこと
ができます。また、後に作成した遺言が前の遺言の内容と異なる場合には、
その部分に関しては前の遺言を取り消したものとみなされます。
　したがって、設問の事例で新たに長女に株式を全て相続させる内容の

遺言を書けば、株式を全て長男に相続させるとした前の遺言は取り消されたことに
なります。もちろん、後から書いた遺言も方式を満たしておく必要があります（Ｑ
３参照）。
　複数の遺言が生じるケースでは、遺言の有効性などを巡って親族間で深刻なトラ
ブルになることもあるようです。その間、会社の経営どころではなくなってしまう
かもしれません。そうならないためにも、遺言を書き直す際も司法書士などの専門
家に相談されることをお勧めします。

A

私は数年前に会社の後継者である長男に株式を全て相続させ
る内容の公正証書遺言を作成しました。しかし、長男は取引
先や金融機関からの評判が悪く、経営能力にも問題があるの
で、後継者を長女に変更したいと考えています。そこで、遺
言の書換えをしたいのですが、どうしたらよいのでしょうか。

Q4
●後継者を変更するときは遺言の書換えも考えましょう。

事業承継と相続法
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A 　「特別受益」に注意する必要があります。特別受益とは、相続人への生
計の資本等としての生前贈与や、遺言による遺贈のことを指します。自
社株の贈与は、通常は特別受益に該当すると考えられます。特別受益を
受けた相続人がいる場合、他の相続人との公平性を保つために、法定相

続分から既に受けている贈与分が減額されます。また、贈与がされた時期に関係な
く、贈与財産を遺産に加えて遺留分を算定することになります。したがって、せっ
かく贈与税等の税金面で注意を払っても、後継者（受贈者）が遺留分減殺請求を受け、
予期せぬ結果になることもあります（Ｑ３参照）。
　このような問題を解決し、中小企業の事業承継を円滑に行うために、平成20年
５月「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が制定されました。こ
れにより、親から子や孫への株式のスムーズな承継が期待されています（Ｑ８～
10参照）。

私の会社の株式を、後継者である長男に全て生前贈与しよう
と思います。何か気をつけることはありますか。Q5

●自社株の生前贈与にも遺留分への配慮が必要です。
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A 　種類株式、属人的株式、遺言書を組み合わせて、税負担を抑えながら
後継者が経営権を確保できるようにしてみてはいかがでしょう。
　会社の定款で定めることにより、議決権や配当などについて、株主ご
とに異なる取扱いができます（これを「属人的株式」といいます）。そこで、

後継者に過度の税負担がかからない程度に株式を譲渡し、例えば後継者は議決権を
他の株主よりも10倍多く持つことができるなどの定款に変更しておく方法が考え
られます。
　また、種類株式の活用も考えられます。種類株式とは、剰余金の配当や株主総会
における議決権の行使などについて、普通株式とは異なる権利、内容を有する株式
のことです。会社法では９種類の種類株式が定められていますが、事業承継対策に
おいては、議決権のない種類株式や、取締役または監査役の選任・解任に関する権
限を特別に付与した種類株式などが活用できるでしょう。例えば、あらかじめ議決
権のない種類株式を発行しておいて、会社経営とは無関係の相続人にその種類株式
が相続されるように遺言書を作成しておく方法が考えられます。
　この他にも会社や関係者の実情に応じて様々な手法が考えられますので、詳しく
は司法書士にご相談ください。

自社株が高額なので、後継者に全部生前贈与すると多額の税
金がかかってしまいます。何か良い方法はないでしょうか。Q6

● 後継者への自社株承継には「種類株式」「属人的株式」等の
　活用を。

事業承継と会社法
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A 　「相続人に対する売渡請求」制度や「取得条項付株式」が活用できます。
　「相続人に対する売渡請求」とは、会社の定款で定めることにより、株
主に相続が生じた場合に、①相続があったことを知ったときから１年以
内に、②一定の財源の範囲内で、③相続人に株式を会社に売り渡しても

らうよう請求できる制度です。この制度を利用することにより、会社にとって好ま
しくない相続人に株式が分散することを防ぎ、会社の経営の安定を図ることができ
ます。なお、株式の売買価格は会社と相続人の協議によりますが、協議が成立しな
い場合は、裁判所に価格を決めてもらうよう申し立てる必要があります。
　「取得条項付株式」とは、あらかじめ決められた時期や条件が整うと、株主の同
意をもらわなくても会社が強制的に買い取ることができる株式で、種類株式の１種
です（Ｑ６参照）。会社の取得対価は定款で決めておく必要がありますが、金銭以
外にも他の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債などでもよいとされていま
す。例えば、株主の死亡を条件として、会社がその株式を取得するようにしておく
と、取得対価は金銭に限らないので柔軟に対応できますし、あらかじめ決められて
いるので、後からもめることは少なくなるでしょう。
　詳しくは司法書士にご相談ください。

Q7 当社には現在株主が10名おり、高齢の株主も多数います。
相続でこれ以上株主が増えることを避けたいのですが、どう
したらいいでしょうか。

● 少数株主対策には「相続人に対する売渡請求」「取得条項付
株式」等の活用を。
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A 　平成20年５月に成立した遺留分に関する民法の特例を定める「中小企
業における経営の承継の円滑化に関する法律（以下、「円滑化法」といい
ます）」です。
　相続人に生前贈与を行った場合、特別受益とされる贈与については、

10年前のものでも、20年前のものでも、遺留分減殺請求の対象となります（Ｑ３、
Ｑ５参照）。後継者への自社株の生前贈与は通常は特別受益と考えられますので、
他の相続人の遺留分を侵害していれば、遺留分減殺請求権が行使されて株式が分散
するおそれがあります。
　また、自社株を生前贈与した後、相続開始までの間に、後継者の経営努力により
その株式の評価額が上昇した場合にも、その上昇分が遺留分を算定するための財産
の価額に算入されることになり不公平といわれていました。
　そこで、これらの問題点を解消するために、円滑化法では、経営者の生前に推定
相続人全員により、次のような合意をすることができるようになりました。

①経営者から後継者への生前贈与株式を遺留分の対象から除外すること
②経営者から後継者への生前贈与株式の評価額を贈与時の価額に固定す
　ること

中小企業の事業承継を円滑にするために新しい法律ができた
そうですが、どんな法律ですか。Q8

「中小企業における経営の承継の円滑化に
関する法律」（円滑化法）の概要
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A 　推定相続人全員による合意をした後に経済産業大臣の確認を受け、家
庭裁判所の許可を得る必要があります。
　円滑化法による合意をした後継者は、次の各号のいずれにも該当する
ことについて、経済産業大臣の確認を受けなければなりません。

①�合意が中小企業者の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであ
ること
②合意をした日において、後継者であったこと
③�合意をした日において、後継者が、生前贈与株式を除いて、過半数を
所有していなかったこと
④�後継者が経営を投げ出したときに、後継者以外の推定相続人がとるこ
とができる措置に関する定めをしていること

　円滑化法に基づく合意は、経済産業大臣の確認を受けた者が、当該確認を受けた
日から１か月以内に家庭裁判所に許可の申立てを行い、その許可を受けたときに限
り、その効力を生じます。
　専門的な手続きとなりますので、詳しく
は司法書士にお尋ねください。

特例を受けるために、どのような手続きが必要ですか。Q9
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A 　円滑化法に基づく合意は、次に掲げる事由が生じたときは、その効力
を失うことになります。

①経済産業大臣の確認が取り消されたこと
②�旧代表者の生存中に後継者が死亡し、または後見開始もしく
は保佐開始の審判を受けたこと
③�合意の当事者以外の者が新たに旧代表者の推定相続人となっ
たこと
④合意の当事者の代襲者が旧代表者の養子となったこと

　設問の事例では、再婚相手が新たに前社長の推定相続人となりますので、③に該
当します。したがって、既に行われた合意は効力を失い、改めて新しく加わった再
婚相手を含めて推定相続人全員で合意をすることが必要になります。旧代表者の子
が新たに出生した場合も同様です。

Q10 円滑化法による合意をした後に前社長が再婚しました。この
場合、合意の効果はどうなりますか。

「中小企業における経営の承継の円滑化に
関する法律」（円滑化法）の概要
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A 　相続または遺贈により各相続人や受遺者が承継した財産の評価額から
負債や葬式費用を差し引いた金額（課税価格）の合計額から、基礎控除額
（5,000万円＋1,000万円×法定相続人の数）を差し引きます。課税価格
が基礎控除額以下の場合、相続税はかかりません。課税価格が基礎控除

額を超える場合、その差額を、法定相続人が各法定相続分に応じて相続したものと
仮定して、相続税の総額を計算します。これを、各相続人等が承継した財産の課税
価格に応じて按分し、それぞれの納税額を計算します。

法定相続分による各相続人の取得価額 税　率 控　除　額

� 1,000万円以下� 10％ 　　―――

1,000万円超� 3,000万円以下� 15％ 50万円

3,000万円超� 5,000万円以下� 20％ 200万円

5,000万円超� 1億円以下� 30％ 700万円

　　1億円超� 3億円以下� 40％ 1,700万円

　　3億円超　 50％ 4,700万円

　相続税については、相続財産の評価方法、相続財産とみなされる財産、非課税財
産、各種税額控除など、専門知識が必要とされる事項が多くありますので税理士等
にご相談されることをお勧めします。

相続税はどのように計算されますか。Q11

事業承継と税制
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A
Q12

　原則として、1年間（1月1日から12月31日まで）に贈与を受けた財
産の総額から、基礎控除額である110万円を控除した額について、贈与
税が課税されます。
　しかし、後継者が、円滑化法における経済産業大臣の認定を受けた非

上場会社を経営していた親族からその保有株式の全部の贈与を受け、その会社を経
営していく場合には、贈与を受けた株式のうち、贈与前から既に後継者が保有し
ていた株式と合わせてその会社の発行済議決権株式の総数の3分の2に達するまで
の部分（以下「猶予対象株式」といいます）について、贈与税の納税が猶予されます。
この場合、贈与者の死亡時に、後継者が猶予対象株式を相続したものとみなして、
贈与時の時価を他の相続財産と合算して相続税を計算します。その際、相続税の納
税猶予制度（Q13参照）を利用することもできます。

事業承継対策として、生前に会社の株式を子供に贈与する場
合、贈与税はどのように課税されますか？

事業承継と税制
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A 　後継者が、円滑化法における経済産業大臣の認定を受けた非上場会社
を経営していた被相続人から相続等により議決権株式を取得し、5年間
その会社を経営していく場合には、取得した株式のうち、相続開始前か
ら既に後継者が保有していた株式と合わせてその会社の発行済議決権株

式の総数の3分の2に達するまでの部分について、その課税価格の80％に対応す
る相続税の納税が猶予されます。さらに、後継者が死亡時まで株式を保有し続けた
場合には、猶予税額の納付が免除されます。この制度は、平成20年10月1日以降
発生した相続について遡って適用されます。

事業承継を支援するため、新たに設けられる相続税の納税猶
予制度について教えてください。Q13
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A 　経営承継の場面では、譲渡（生前売買、生前贈与等）や相続の場合にお
ける会社の株式の価値（時価）が問題となります。そして、この「時価」は、
それぞれの場面において検討する必要があります。
　円滑化法においては、生前贈与株式の評価額を贈与時の価額に固定す

ることについて、相続人全員で合意することができます（Ｑ８参照）。この際、合
意時の株式の価額が「相当な価額」であることにつき、弁護士、公認会計士、税理
士等の専門家から証明を受ける必要があります。その他にも、下記のように生前売
買や相続の場合における当該会社の株式の「時価」が問題となります。
　なお、中小企業庁より「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」が
公表されています。

検討を要する場面 検討を要する事項

円滑化法における「相当な価額」 弁護士等専門家の証明する価額

生前売買、生前贈与時 法人税法、所得税法上の「時価」

相続時 相続税法上の「時価」

当社は株式を公開していませんが、価値はどのように評価す
るのですか。Q14

株式の評価
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A 　時価と異なる価額で、生前売買や生前贈与を行うと、譲渡価額と「時価」
の差額について課税関係が生じることとなるため、注意が必要です。ま
た、会社が自己株式を取得する場合にも同様の問題が考えられますので、
ご注意ください。

　生前売買や生前贈与の場面では、課税関係について比較的検討されているようで
すが、自己株式の取得の場面になると、課税関係についてまったく検討されずに実
行されるケースもあるようです。自己株式を取得する際についても、取得価額と「時
価」との課税関係について慎重に検討する必要があります。その他、Ｑ14の生前
贈与株式の円滑化法における「相当な価額」として証明された価額と課税関係につ
いても検討が必要です。
　なお、会社法上の手続きにおいて、例えば、相続人への株式売渡請求（Ｑ７参照）
や譲渡制限株式の売買価格等、裁判所が株式の価額について決定する場面がありま
すが、裁判所が定めたからといって課税関係が生じないことにはなりませんので、
注意が必要です。

時価と異なる価額で、株式を譲渡・取得するとどうなりますか。Q15



21

A 　成年後見制度には法定後見（後見・保佐・補助）と任意後見があります。
代表者が、法定後見制度を利用して、成年被後見人(ほとんど判断できな
い状態)または被保佐人(判断能力が著しく不十分な状態)となると、取
締役の欠格事由に該当し、代表者（社長）の地位を退任することになりま

す。成年後見制度を利用しても、被補助人（判断能力が不十分な状態）の場合と、
任意後見制度を利用した場合には、取締役の欠格事由には該当しませんので、代表
者（社長）の地位を退任することにはなりません。
　したがって、任意後見制度を利用する場合には、判断能力が不十分な状態となり
任意後見契約の効力が生じたときに、代表者（社長）の地位を退任するかどうかを
あらかじめ決めておくことが必要です。

代表者（社長）の判断能力が衰退して、成年後見制度を利用し
た場合の代表者（社長）の地位はどのようになりますか。Q16

成年後見制度の活用
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A 　家庭裁判所から選任された成年後見人は、法定代理人として包括的な
代理権を有しますので、株主としての権利行使を代理することができま
す。一方で保佐人、補助人については、家庭裁判所の審判により特定の
行為について代理権を有することとされています。また、任意後見人に

ついては、本人との契約により委任する事務や代理権の範囲を定めることとされて
います。
　保佐人、補助人または任意後見人の場合、代理権目録（代理権の範囲を示した目
録）に「財産の管理」とあるだけでは、株主としての権利行使を代理することはでき
ません。
　したがって、任意後見人らに自らが所有する株式について代理権の行使を希望す
る場合には、代理権目録に「株主権の行使」と明記しておく必要があります。

＊法定後見制度（後見・保佐・補助の制度）とは
　すでに判断能力が不十分な方を対象に、本人や親族、市長村長等の申立てにより、家
庭裁判所が適切な支援者（成年後見人等）を選任する制度です。法定後見制度は後見・
保佐・補助の三つに分かれており、判断能力の程度など本人の状況に応じて利用する制
度を選ぶこととなります。

＊任意後見制度とは
　判断能力の備わっている方が、将来に備え、自らの生活や財産管理等を支援してもら
う人（任意後見人）と支援してもらう内容を、あらかじめ契約により定めておく制度です。
契約は公正証書で結びます。そして、実際に判断能力が不十分な状態となったときに、
家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が契約の定めに従って
本人を支援します。

株主が成年後見制度を利用した場合、株主としての権利行使
はどのように行われますか。Q17
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これらが司法書士の主な仕事です

●簡裁訴訟代理等関係業務
　簡易裁判所における紛争の請求額が140万円以
下の事件について、民事訴訟や民事調停の代理人
となったり、裁判外で和解交渉に当たります。また、
法律相談を受けて紛争解決への助言をします。
　なお、これらの業務は法務大臣から認定を受けた司法書士（認定司法書士）
が行うことができます。また、認定司法書士は、土地の境界に関する紛争
について、筆界特定手続の代理や相談も受けます。

●会社・法人の登記手続について代理すること
　会社や法人の設立や合併、増資、役員変更などの登記手続を中心に、必要な諸
手続について助言したり、書類作成を行います。会社の規模や実態に応じた役員
構成や株式発行などについての提案や、定款の見直しも行います。その他、取引
先との関係文書の内容確認や、売掛金等の管理、総会運営等についても適切なア
ドバイスを行います。

●多重債務に関する相談
　クレジット会社や消費者金融等からの借金に
苦しんでいる人の相談に応じ、当事者の実情に
応じて、適切な解決方法を検討し、「任意整理」
「個人再生」「破産」「特定調停」などの手続きを支
援します。また、利息制限法の制限を超える利
息を支払った場合に生じることがある過払い金
の返還請求のお手伝いも行います。
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●不動産の登記手続について代理すること
　大切な財産である土地や建物の売買や相続、抵当
権や賃借権などの設定といったさまざな権利変動に
ついて、登記の専門家として、手続きを代わって行
います。

●成年後見業務
　判断能力が不十分な状態にある人を支援する制度が成年後見制度です。司法書士
は、法律専門家の中で最も多く成年後見人に選任されています。
　高齢者を抱えた家族や高齢者自身が納得できる生活を送るために、専門家である
司法書士が適切なアドバイスを行います。

●供託手続について代理すること
　明渡しや賃料の増額を要求する家主が、家賃を受け取ってくれないとき、家賃を
支払ったのと同じ効果を発生させる「供託」という手続きを代わって行います。

●裁判所へ提出する書類の作成
　裁判の訴状や答弁書、調停や破産・民事再生の申
立書などの書類を作成します。また、離婚など家庭
の紛争に関する手続きや財産に関する保全や差押手
続などの書類の作成もします。

●その他
　以上のほか、検察庁に提出する書類（告訴・告発状など）や帰化申請書のような国
籍に関する書類など各種書類の作成を行います。また、遺言書作成をお手伝いし、
遺言執行者となることもできます。
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全国の司法書士会一覧

会　　名 郵便番号 住　　　　　　所 電話番号

札 幌 司 法 書 士 会  ₀₆₀︲₀₀₄₂ 札幌市中央区大通西 ₁₃︲₄ ₀₁₁︲₂₈₁︲₃₅₀₅

函 館 司 法 書 士 会  ₀₄₀︲₀₀₃₃ 函館市千歳町 ₂₁︲₁₃ 桐朋会館内 ₀₁₃₈︲₂₇︲₀₇₂₆

旭 川 司 法 書 士 会  ₀₇₀︲₀₉₀₁ 旭川市花咲町 ₄ ₀₁₆₆︲₅₁︲₉₀₅₈

釧 路 司 法 書 士 会  ₀₈₅︲₀₈₃₃ 釧路市宮本 ₁︲₂︲₄ ₀₁₅₄︲₄₁︲₈₃₃₂

宮城県司法書士会  ₉₈₀︲₀₈₂₁ 仙台市青葉区春日町 ₈︲₁ ₀₂₂︲₂₆₃︲₆₇₅₅

福島県司法書士会  ₉₆₀︲₈₀₂₂ 福島市新浜町 ₆︲₂₈ ₀₂₄︲₅₃₄︲₇₅₀₂

山形県司法書士会  ₉₉₀︲₀₀₄₁ 山形市緑町 ₁︲₄︲₃₅ ₀₂₃︲₆₂₃︲₇₀₅₄

岩手県司法書士会  ₀₂₀︲₀₀₁₅ 盛岡市本町通 ₂︲₁₂︲₁₈ ₀₁₉︲₆₂₂︲₃₃₇₂

秋田県司法書士会  ₀₁₀︲₀₉₅₁ 秋田市山王 ₆︲₃︲₄ ₀₁₈︲₈₂₄︲₀₁₈₇

青森県司法書士会  ₀₃₀︲₀₈₆₁ 青森市長島 ₃︲₅︲₁₆ ₀₁₇︲₇₇₆︲₈₃₉₈

東 京 司 法 書 士 会  ₁₆₀︲₀₀₀₃ 新宿区本塩町 ₉︲₃ 司法書士会館₂F ₀₃︲₃₃₅₃︲₉₁₉₁

神奈川県司法書士会  ₂₃₁︲₀₀₂₄ 横浜市中区吉浜町 ₁ ₀₄₅︲₆₄₁︲₁₃₇₂

埼 玉 司 法 書 士 会  ₃₃₀︲₀₀₆₃ さいたま市浦和区高砂 ₃︲₁₆︲₅₈ ₀₄₈︲₈₆₃︲₇₈₆₁

千 葉 司 法 書 士 会  ₂₆₁︲₀₀₀₁ 千葉市美浜区幸町 ₂︲₂︲₁ ₀₄₃︲₂₄₆︲₂₆₆₆

茨 城 司 法 書 士 会  ₃₁₀︲₀₀₆₃ 水戸市五軒町 ₁︲₃︲₁₆ ₀₂₉︲₂₂₅︲₀₁₁₁

栃木県司法書士会  ₃₂₀︲₀₈₄₈ 宇都宮市幸町 ₁︲₄ ₀₂₈︲₆₁₄︲₁₁₂₂

群 馬 司 法 書 士 会  ₃₇₁︲₀₀₂₃ 前橋市本町 ₁︲₅︲₄ ₀₂₇︲₂₂₄︲₇₇₆₃

静岡県司法書士会  ₄₂₂︲₈₀₆₂ 静岡市駿河区稲川 ₁︲₁︲₁ ₀₅₄︲₂₈₉︲₃₇₀₀

山梨県司法書士会  ₄₀₀︲₀₀₂₄ 甲府市北口 ₁︲₆︲₇ ₀₅₅︲₂₅₃︲₆₉₀₀

長野県司法書士会  ₃₈₀︲₀₈₇₂ 長野市妻科 ₃₉₉ ₀₂₆︲₂₃₂︲₇₄₉₂

新潟県司法書士会  ₉₅₁︲₈₀₆₃ 新潟市中央区古町通十三番町 ₅₁₆₀ ₀₂₅︲₂₂₈︲₁₅₈₉

愛知県司法書士会  ₄₅₆︲₀₀₁₈ 名古屋市熱田区新尾頭 ₁︲₁₂︲₃ ₀₅₂︲₆₈₃︲₆₆₈₃

三重県司法書士会  ₅₁₄︲₀₀₃₆ 津市丸之内養正町 ₁₇︲₁₇ ₀₅₉︲₂₂₄︲₅₁₇₁

岐阜県司法書士会  ₅₀₀︲₈₁₁₄ 岐阜市金竜町 ₅︲₁₀︲₁ ₀₅₈︲₂₄₆︲₁₅₆₈

福井県司法書士会  ₉₁₀︲₀₀₁₉ 福井市春山 ₁︲₁︲₁₄ 福井新聞さくら通りビル₂F ₀₇₇₆︲₃₀︲₀₀₀₁
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会　　名 郵便番号 住　　　　　　所 電話番号

石川県司法書士会  ₉₂₁︲₈₀₁₃ 金沢市新神田 ₄︲₁₀︲₁₈ ₀₇₆︲₂₉₁︲₇₀₇₀

富山県司法書士会  ₉₃₀︲₀₀₀₈ 富山市神通本町 ₁︲₃︲₁₆ エスポワール神通₃F ₀₇₆︲₄₃₁︲₉₃₃₂

大 阪 司 法 書 士 会  ₅₄₀︲₀₀₁₉ 大阪市中央区和泉町 ₁︲₁︲₆ ₀₆︲₆₉₄₁︲₅₃₅₁

京 都 司 法 書 士 会  ₆₀₄︲₀₉₇₃ 京都市中京区柳馬場通夷川上ル ₅︲₂₃₂︲₁ ₀₇₅︲₂₄₁︲₂₆₆₆

兵庫県司法書士会  ₆₅₀︲₀₀₁₇ 神戸市中央区楠町 ₂︲₂︲₃ ₀₇₈︲₃₄₁︲₆₅₅₄

奈良県司法書士会  ₆₃₀︲₈₃₂₅ 奈良市西木辻町 ₃₂₀︲₅ ₀₇₄₂︲₂₂︲₆₆₇₇

滋賀県司法書士会  ₅₂₀︲₀₀₅₆ 大津市末広町 ₇︲₅ 滋賀県司調会館₂F ₀₇₇︲₅₂₅︲₁₀₉₃

和歌山県司法書士会  ₆₄₀︲₈₁₄₅ 和歌山市岡山丁 ₂₄番地 ₀₇₃︲₄₂₂︲₀₅₆₈

広 島 司 法 書 士 会  ₇₃₀︲₀₀₁₂ 広島市中区上八丁堀 ₆︲₆₉ ₀₈₂︲₂₂₁︲₅₃₄₅

山口県司法書士会  ₇₅₃︲₀₀₄₈ 山口市駅通り ₂︲₉︲₁₅ ₀₈₃︲₉₂₄︲₅₂₂₀

岡山県司法書士会  ₇₀₀︲₀₈₁₆ 岡山市富田町 ₂︲₉︲₈ ₀₈₆︲₂₂₆︲₀₄₇₀

鳥取県司法書士会  ₆₈₀︲₀₀₂₂ 鳥取市西町 ₁︲₃₁₄︲₁ ₀₈₅₇︲₂₄︲₇₀₁₃

島根県司法書士会  ₆₉₀︲₀₈₈₄ 松江市南田町 ₂₆ ₀₈₅₂︲₂₄︲₁₄₀₂

香川県司法書士会  ₇₆₀︲₀₀₂₂ 高松市西内町 ₁₀︲₁₇ ₀₈₇︲₈₂₁︲₅₇₀₁

徳島県司法書士会  ₇₇₀︲₀₈₀₈ 徳島市南前川町 ₄︲₄₁ ₀₈₈︲₆₂₂︲₁₈₆₅

高知県司法書士会  ₇₈₀︲₀₉₂₈ 高知市越前町 ₂︲₆︲₂₅ 高知県司法書士会館 ₀₈₈︲₈₂₅︲₃₁₃₁

愛媛県司法書士会  ₇₉₀︲₀₀₆₂ 松山市南江戸 ₁︲₄︲₁₄ ₀₈₉︲₉₄₁︲₈₀₆₅

福岡県司法書士会  ₈₁₀︲₀₀₇₃ 福岡市中央区舞鶴 ₃︲₂︲₂₃ ₀₉₂︲₇₁₄︲₃₇₂₁

佐賀県司法書士会  ₈₄₀︲₀₈₃₃ 佐賀市中の小路 ₇︲₃ ₀₉₅₂︲₂₉︲₀₆₂₆

長崎県司法書士会  ₈₅₀︲₀₀₃₂ 長崎市興善町 ₄︲₁ 興善ビル₈F ₀₉₅︲₈₂₃︲₄₇₇₇

大分県司法書士会  ₈₇₀︲₀₀₄₅ 大分市城崎町 ₂︲₃︲₁₀ ₀₉₇︲₅₃₂︲₇₅₇₉

熊本県司法書士会  ₈₆₂︲₀₉₇₁ 熊本市大江 ₄︲₄︲₃₄ ₀₉₆︲₃₆₄︲₂₈₈₉

鹿児島県司法書士会  ₈₉₀︲₀₀₆₄ 鹿児島市鴨池新町 ₁︲₃ 司調センタービル₃F ₀₉₉︲₂₅₆︲₀₃₃₅

宮崎県司法書士会  ₈₈₀︲₀₈₀₃ 宮崎市旭 ₁︲₈︲₃₉︲₁ ₀₉₈₅︲₂₈︲₈₅₃₈

沖縄県司法書士会  ₉₀₀︲₀₀₀₆ 那覇市おもろまち�₄︲₁₆︲₃₃ ₀₉₈︲₈₆₇︲₃₅₂₆


